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主 文

１ 本件訴えのうち，甲事件に係る部分を，いずれも却下する。

２ その余の訴えに係る原告らの請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 甲事件

(1) 被告が株式会社Ｐ１に対して平成１７年９月３０日付けでした建築確認変

更処分を取り消す。

(2) 被告が株式会社Ｐ１に対して平成１７年１１月１６日付けでした建築確認

変更処分を取り消す。

２ 乙事件

被告が株式会社Ｐ１に対して平成１８年４月５日付けでした建築確認変更処

分を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，被告が株式会社Ｐ１（以下「Ｐ１」という。）に対して，①平成１

７年７月２０日付けで別紙物件目録記載の建築物（以下，下記②ないし④によ

る変更の前後を問わず「本件建築物」という。）についてした建築基準法６条

の２第１項に基づく確認の処分（以下「本件確認処分」という。），②同年９

月３０日付けで本件確認処分に係る計画の変更についてした同項に基づく確認

の処分（以下「本件変更処分１」という。），③同年１１月１６日付けで本件

変更処分１に係る計画の変更についてした同項に基づく確認の処分（以下「本



2

件変更処分２」という。）及び④同１８年４月５日付けで本件変更処分２に係

る計画の変更についてした同項に基づく確認の処分（以下「本件変更処分３」

といい，上記②及び③の各処分と併せて「本件各変更処分」という。）のうち，

本件各変更処分について，原告らが，被告に対し，同法６条１項にいう建築基

準法令の規定に違反する違法事由があるなどと主張して，その取消しを求める

事案である。

１ 前提事実

本件の前提となる事実は，次のとおりである。証拠及び弁論の全趣旨により

容易に認めることができる事実等は，その旨付記した。

(1) 当事者等

ア 原告らは，本件建築物の建設予定地（以下「本件敷地」という。）の周

辺である肩書地にそれぞれ居住する者である。原告らの居住地と本件敷地

との位置関係は別紙図面１のとおりである。（甲４）

イ 被告は，建築基準法７７条の１８から７７条の２１までの規定の定める

ところにより指定を受けた者（以下「指定確認検査機関」という。）であ

る（弁論の全趣旨）。

(2) 本件確認処分及び本件各変更処分並びに本件訴訟の経緯等

ア 本件確認処分

Ｐ１は，被告に対し，平成１７年７月１日，建築基準法６条の２第１項

の確認の申請（以下「本件確認申請」という。）をし，被告は，Ｐ１に対

して，同月２０日付けで本件確認処分（確認番号第ＥＲＩＸＸＸＸＸＸＸ

Ｘ号）をした（甲１の１，甲７，乙２の１ないし６）。
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イ 本件確認処分に係る審査請求

原告らを含む本件敷地の周辺住民１６名は，東京都建築審査会に対し，

平成１７年８月５日，本件確認処分についての審査請求（以下「本件審査

請求」という。）をした。

原告らを含む審査請求人らが本件審査請求に当たって主張した本件確認

処分の違法事由は，①本件建築物には，からぼり（以下「本件からぼり」

という。）が設置されているところ，本件確認処分では本件からぼりの周

壁の上端をもって本件建築物が周囲の地面と接する位置であるとされてい

るが，本件からぼりの規模は，建築物と一体となったからぼりと判断でき

る範囲を超えているから，本件からぼりの底部をもって周囲の地面と接す

る位置とされるべきであり，そうすると，本件確認処分は，第１種低層住

居専用地域内における建築物の高さの限度（建築基準法５５条），日影に

よる中高層の建築物の高さの制限（同法５６条の２）及び高度地区内の建

築物の高さの制限（同法５８条）等の各規定に違反すること，②本件敷地

の東側には，盛土をした部分（以下「本件盛土部分」という。）があると

ころ，本件確認処分ではその上部をもって周囲の地面と接する位置とされ

ているが，本件盛土部分の規模などからすると，本件盛土部分の上部をそ

の位置とすべきではないこと，及び③本件確認処分では，本件敷地を領域

Ａと領域Ｂに分け，それぞれに平均地盤面が算出され，領域Ｂには本件建

築物の高層部の一部（バルコニー外壁部分）が所在するとして，高度地区

内の建築物の高さの制限に違反しないとされているところ，建築物のごく

一部だけを異なる領域に設定することは違法であることなどである。
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なお，本件敷地のうち，①本件建築物の低層部が所在する部分は第１種

低層住居専用地域内であり，建築物の高さの限度は１０ｍとされており

（建築基準法５５条１項参照），②本件建築物の高層部が所在する部分は

第１種住居地域内で第２種高度地区に指定されており，建築物の高さが４

５ｍに制限されている（同法５８条参照）。

（甲７）

ウ 本件変更処分１

Ｐ１は，被告に対し，平成１７年９月１５日，本件確認処分に係る計画

の変更について，建築基準法６条の２第１項に基づく申請（以下「本件変

更申請１」という。）をし，被告は，Ｐ１に対して，同月３０日付けで本

件変更処分１（確認番号第ＥＲＩＹＹＹＹＹＹＹＹ号）をした。上記計画

の変更の概要は，本件建築物について，①地下１階ロビーを住戸に変更し，

ドライエリアを設置すること，②地下外部階段の位置を変更すること，③

低層部地下駐車場から高層部エレベーターへの通路を新設すること及び④

住戸の間取りを変更することなどであり，その概略図は，別紙図面２の１

ないし６記載の「計画変更１」として記述されているとおりである。（甲

６，乙１，乙３の１ないし６，弁論の全趣旨）

エ 本件変更処分２

Ｐ１は，被告に対し，平成１７年１１月７日，本件変更処分１に係る計

画の変更について，建築基準法６条の２第１項に基づく申請（以下「本件

変更申請２」という。）をし，被告は，Ｐ１に対して，同月１６日付けで

本件変更処分２（確認番号第ＥＲＩＺＺＺＺＺＺＺＺ号）をした。上記計
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画の変更の概要は，①低層部の地上部分階数を３から２へ変更し，階高を

上げること，②高層部１階の石庭（ピロティ）部分を住戸に変更すること，

③高層部１階の吹き抜け部分を住戸に変更すること及び④住戸の間取りを

変更することなどであり，その概略図は，別紙図面２の１ないし６記載の

「計画変更２」として記述されているとおりである。（甲１の２，乙１，

乙４の１ないし６，弁論の全趣旨）

オ 本件審査請求に対する裁決

東京都建築審査会は，平成１７年１１月２１日，本件審査請求に対し，

本件確認処分を取り消すとの裁決（以下「本件裁決」という。）をした。

本件裁決に当たり，同審査会は，原告らを含む審査請求人が主張した違法

事由は存在しないと判断したものの，本件建築物の低層部について，世田

谷区斜面地における建築物の制限に関する条例（平成１８年世田谷区条例

第６５号による改正前のもの。以下「世田谷区斜面地条例」という。）に

違反する可能性があるとして，職権によりこれを検討し，世田谷区斜面地

条例２条２項，３条，４条を適用した結果，本件建築物の低層部の階数は

４以下でなければならないのに，本件確認処分では，同低層部の階数が５

（地上３階及び地下２階）とされており，この点で本件確認処分は世田谷

区斜面地条例に違反すると判断した。なお，世田谷区斜面地条例の規定の

一部は，別紙「関係法令の規定」記載１のとおりである。（甲７）

カ 甲事件の訴えの提起

原告らは，平成１７年１２月２６日，本件変更処分１及び本件変更処分

２の取消しを求めて，甲事件の訴えを提起した（当裁判所に顕著な事実）。
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キ 本件変更処分３

Ｐ１は，被告に対し，平成１８年３月８日，本件変更処分２に係る計画

の変更について，建築基準法６条の２第１項に基づく申請（以下「本件変

更申請３」といい，本件変更申請１及び本件変更申請２と併せて「本件各

変更申請」という。）をし，被告は，Ｐ１に対して，同年４月５日付けで

本件変更処分３（確認番号第ＥＲＩｘｘｘｘｘｘｘｘ号）をした。上記計

画の変更の概要は，①地下１階住戸をロビーに戻し，ドライエリアの形状

を変更すること及び②住戸の間取りを変更することなどであり，その概略

図は，別紙図面２の１ないし６記載の「計画変更３」として記述されてい

るとおりである。また，本件からぼりの概略図は，別紙図面３の１及び２

記載のとおりである。

なお，建築基準法別表第４「日影による中高層の建築物の制限（第５６

条，第５６条の２関係）」は，「この表において，平均地盤面からの高さ

とは，当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面

からの高さをいうものする。」と規定するところ，本件建築物については，

本件建築物の低層部西側部分につき設計ＧＬ（設計ＧＬは１０．５０ｍで

ある。）＋２．０００ｍを最高点とし，本件建築物の高層部南側部分につ

き設計ＧＬ－２．７３０ｍを最低点として，平均地盤面設計ＧＬ＋０．２

４９ｍが算出されている。

また，建築基準法施行令２条１項６号は，建築物の高さは地盤面からの

高さによると規定し，同条２項は，同条１項６号の「地盤面」とは建築物

が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい，その接す



7

る位置の高低差が３ｍを超える場合においては，その高低差３ｍ以内ごと

の平均の高さにおける水平面をいうと規定するところ，本件建築物につい

ては，上記設計ＧＬ＋２．０００ｍを最高点とし，設計ＧＬ－１．０００

ｍまでの部分を領域Ａとして領域別平均地盤面設計ＧＬ＋０．３７５ｍが

算出され，それより低い部分（上記設計ＧＬ－２．７３０ｍまでの部分）

を領域Ｂとして領域別平均地盤面設計ＧＬ－１．６６３ｍが算出されてい

る。

上記の建築基準法別表第４所定の平均地盤面及び建築基準法施行令２条

２項所定の領域別平均地盤面の算出に当たっては，①本件からぼりの周壁

の上端及び②本件盛土部分の上部をもって，本件建築物が周囲の地面と接

する位置とされている。

本件変更処分３に係る本件建築物の断面図の一例は，別紙図面４のとお

りである。

（乙１４ないし１６，乙２１ないし２６，乙３０，弁論の全趣旨）

ク 乙事件の訴えの併合提起

原告らは，平成１８年６月１６日，本件変更処分３の取消しを求めて，

乙事件の訴えの追加的併合の申立てをした（当裁判所に顕著な事実）。

２ 争点

(1) 本案前の争点

ア 審査請求前置

建築基準法９６条により，本件各変更処分の取消しの訴えは，審査請求

に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ提起することができないと
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されるところ，同裁決を経ずに提起された甲事件及び乙事件の各訴えは，

行政事件訴訟法（以下「行訴法」という。）８条２項３号所定の「正当な

理由」があるとして適法であるか否か（争点(1)ア）。

イ 原告適格

原告らは，本件各変更処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有

する者」（行訴法９条１項）であるか否か（争点(1)イ）。

(2) 本件審査請求及び本件裁決に関連する争点

ア 本件確認処分が本件裁決で取り消された後に，被告が改めて本件確認申

請に対する処分をしなかった違法があるため（行政不服審査法４３条２項

参照），本件各変更処分は取り消されるべきであるか否か（争点(2)ア）。

イ 本件変更申請１及び本件変更申請２は本件審査請求の審理中に，本件変

更申請３は本件訴訟の係属中にそれぞれされているところ，このような状

況の下で本件各変更申請をしたことが違法であるか否か（争点(2)イ）。

ウ 本件確認処分が本件裁決で取り消された結果，本件各変更処分も当然に

取り消されるべきであるか否か（争点(2)ウ）。

(3) 本件各変更処分の違法性

ア 本件各変更処分の内容等に照らし，本件各変更申請は新たな建築確認申

請としてされるべきであったのに，計画の変更の申請としてされた違法が

あるか否か（争点(3)ア）。

イ 本件からぼりの底部をもって，本件建築物が周囲の地面と接する位置と

すべきか否か（争点(3)イ）。

ウ 本件からぼりの周壁の上端をもって，本件建築物が周囲の地面と接する
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位置とするとしても，本件盛土部分の上部をもって，周囲の地面と接する

位置とすべきか否か（争点(3)ウ）。

エ 本件敷地を領域Ａと領域Ｂに分けたことは違法か否か（争点(3)エ）。

３ 当事者の主張の要旨

(1) 本案前の争点について

（原告らの主張）

ア 争点(1)ア（審査請求前置）について

(ア) そもそも，建築基準法９６条が定める審査請求前置主義は，建築確

認処分の当否や適否について，建築等の専門家で構成される建築審査会

による審査手続を制度化し，訴え提起前の簡易及び迅速な救済を図り，

裁判所の負担を軽減することなどを目的とするものである。

(イ) 本件裁決では，世田谷区斜面地条例に違反するとして，職権で本件

確認処分が取り消されているが，原告らを含む審査請求人が本件審査請

求に当たり主張していた本件確認処分の違法事由と，原告らが本件訴訟

で主張している本件各変更処分の違法事由とは共通している。本件確認

処分と本件各変更処分とは一体性を有するものといえる。

東京都建築審査会は，上記審査請求人の主張を検討した上で，これら

を採用しなかったのであり，改めて同審査会に本件各変更処分の違法事

由を審査させる必要性は乏しく，また，本件裁決と異なる理由の裁決が

されることを期待することもできない。

また，建築基準法９４条２項は，審査請求に対する裁決は審査請求を

受理した日から１か月以内にしなければならないと規定するところ，本
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件裁決がされたのは，本件審査請求がされた日から３か月以上経過した

後であり，本件各変更処分について更に審査請求をするとなると，その

うちに本件各変更処分に係る工事が完成し，本件各変更処分の取消しの

訴えの利益が失われるおそれもある。

(ウ) このような事情に照らせば，甲事件及び乙事件の各訴えの提起につ

いては，行訴法８条２項３号所定の「正当な理由」がある。

イ 争点(1)イ（原告適格）について

原告らは，本件建築物による日影の影響が及ぶ範囲内に居住しており，

本件建築物に日影規制違反又は高さ制限違反が存在した場合，それを解消

することで，直接日照時間の回復及び圧迫感の軽減等という被害回復が得

られることになる。このような原告らについては，本件各変更処分により，

建築基準法が直接に保護している利益を侵害されていることが明らかであ

る。

（被告の主張）

ア 争点(1)ア（審査請求前置）について

(ア) 原告らは本件各変更処分について審査請求をしていない。

建築確認処分と建築確認変更処分との関係につき，本件変更処分１が

された後も本件確認処分が効力を失わずに存在していたものとしても，

本件確認処分が本件裁決により取り消され，効力を失った後は，本件変

更処分１は実質的には建築確認変更処分ではなく新たな建築確認処分と

なる。この点は別としても，本件変更処分２に係る計画の変更の内容は，

改めて東京都建築審査会の専門技術的審理判断を経ることを必要とする
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程度に及ぶものであるから，裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提

起できないものであって，甲事件及び乙事件の各訴えの提起は不適法で

ある。

(イ) なお，本件裁決では，世田谷区斜面地条例違反を理由として本件確

認処分が取り消されているが，この点の違法事由は既に本件変更処分２

により是正されていたものである。

被告は，本件変更処分１及び本件変更処分２を行うに際し，東京都建

築審査会の事務局にその旨の連絡をしていたが，同事務局がその旨を同

審査会に伝えなかったためか，本件確認処分について本件裁決がされた。

イ 争点(1)イ（原告適格）について

原告らは，本件建築物によって取消訴訟における受忍限度を超える被害

を受けないことが明らかである。それどころか，本件建築物の建築工事に

伴って，原告らの居宅の周辺の斜面や道路が格段に整備され，従前と比較

してはるかに安全な状況に置かれるのであるから，原告らは甲事件及び乙

事件の各訴えにつき原告適格を有しないものと解すべきである。

(2) 本件審査請求及び本件裁決に関連する争点について

（原告らの主張）

ア 争点(2)ア（本件確認処分が本件裁決で取り消された後に，被告が改めて

本件確認申請に対する処分をしなかったこと）について

(ア) 行政不服審査法４３条２項は，「申請に基づいてした処分が手続の

違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され，又は申請を却下し若

しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは，処分庁は，裁決の趣
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旨に従い，改めて申請に対する処分をしなければならない。」と規定し

ているところ，本件確認処分が本件裁決で取り消されたのであるから，

被告は，本件確認申請に対し改めて処分をしなければならなかったにも

かかわらず，同処分をしなかった。

したがって，本件各変更処分は手続的に違法な処分である。

(イ) なお，行政不服審査法４３条２項は，行政処分が手続の違法を理由

として取り消されたときについての規定であるところ，本件確認処分は

実体の違法を理由として取り消されているが，手続の違法でさえ，改め

て申請に対する処分をしなければならないのであるならば，ましてや実

体の違法の是正につき，簡易な建築確認変更処分で足りるとするのは，

本末転倒である。

イ 争点(2)イ（審査請求中及び訴訟係属中に本件各変更申請がされたこと）

について

(ア) 建築基準法９６条が審査請求前置主義を採用しているのは，建築確

認処分が，①大量的に行われる処分であって，裁決により行政の統一を

図る必要があり，②専門技術的性質を有する処分であることから，まず

行政庁に対しこれを是正すべきか否かに関して再考の機会を与えるべき

必要があることによる。

とするならば，建築確認処分の適法性に疑義が生じ，審査請求の対象

となっているときに，審査庁の判断を待たずに建築確認変更の申請をす

ることは，その適法性に疑義が生じている部分について，①審査庁によ

る判断の機会を回避することになり，裁決により行政の統一を図ること
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を不可能とし，②今後の同種の判断に際して，先例的判断を明示するこ

とにより同種の誤りの発生を防止する機会を奪うことにもなりかねず，

審査請求の趣旨を没却するものであって，認められるものではない。

(イ) そもそも，違法建築物の出現を未然に防止するために設けられたの

が建築確認制度であり，計画の変更は，その基礎となる当初の計画建築

物が適法である場合に問題となるのである。言い換えれば，適法建築物

から適法建築物への計画変更手段として建築確認変更制度が機能するの

である。

本件のように違法建築物の疑いが生じ，建築確認処分につき審査請求

がされている場合にも建築確認変更処分を認めるならば，違法建築物を

同処分によって是正することも認めることになるが，これは建築確認変

更制度が本来予定していた機能ではない。これを安易に認めるならば，

取りあえず建築確認の申請をして，適法性につき審査請求で問題とされ

たら計画の変更をすれば足りるという風潮も生まれかねず，違法建築物

の出現を未然に防止するという建築確認制度の趣旨を没却することにな

る。

(ウ) 指定確認検査機関制度により，建築基準法令の規定に対する甘い解

釈が横行する中，建築確認制度に本来の意味を見出すためにも，審査請

求中又は訴訟係属中に審査又は訴訟の対象物の自由な変更を認めるべき

ではない。

(エ) したがって，本件各変更処分は手続的に違法であり，取り消される

べきである。
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ウ 争点(2)ウ（本件確認処分が本件裁決で取り消された結果，本件各変更処

分も当然に取り消されるべきであるか）について

建築確認変更処分は，既にされた建築確認処分を前提に，変更された部

分の計画の建築基準法令の規定への適合性を確認し，従前の建築確認処分

と一体として，当該建築物に係る変更後の計画の適合性を確認する効果を

有する。

したがって，ある建築計画の建築基準法令の規定への適合性を確認した

建築確認処分が違法なものであった場合には，その違法原因を構成する事

実を前提とする建築確認変更処分も，結局，違法であることを免れない。

また，建築確認処分が適法であることを前提に建築確認変更処分が認め

られるのであるならば，建築確認処分が取り消されると，同処分時にさか

のぼって適法な処分が存在しなかったこととなり，適法な建築確認処分の

存在を前提とした建築確認変更処分もあり得なかったことになって，失効

する。

以上により，本件裁決で違法と判断されて取り消された本件確認処分を

前提とする本件各変更処分は，その余の点を判断するまでもなく，違法と

なる。

（被告の主張）

ア 争点(2)ア（本件確認処分が本件裁決で取り消された後に，被告が改めて

本件確認申請に対する処分をしなかったこと）について

行政不服審査法４３条２項は，申請に対する処分が手続の違法を理由と

して裁決で取り消されたときは，当該申請に基づき，処分庁が適法な手続
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で審査をやり直せば元の処分が是認される可能性があるので，処分庁が改

めて適法な手続によって当該申請に対する処分をしなければならないとす

る趣旨の規定である。

これに対し，本件のように申請に対する処分が実体の違法を理由として

裁決によって取り消された場合には，処分庁が申請をそのままにした上で

手続をやり直してみても無意味であるから，同条項の適用はない。

本件確認処分は実体の違法を理由として本件裁決により取り消されたも

のであり，原告らの主張は同条項の適用につき前提を誤っている。

イ 争点(2)イ（審査請求中及び訴訟係属中に本件各変更申請がされたこと）

について

建築確認は，申請された建築物の計画が建築基準法令の規定等に適合す

るものであることの確保を目的とする制度であるから，いったん建築確認

を受けた計画について，建築主は建築物の完成に至るまで何回でも建築確

認の変更を受けることができるし，また，その内容は，建築物の計画の同

一性の範囲内である限り，元来適法であった計画の変更であると，瑕疵の

あった計画の変更であるとを問わないものと解される。審査請求の審査中

及び本件訴訟の係属中に本件各変更申請及び本件各変更処分がされたこと

は違法でない。

ウ 争点(2)ウ（本件確認処分が本件裁決で取り消された結果，本件各変更処

分も当然に取り消されるべきであるか）について

一般論としていえば，建築確認処分について審査請求がされ，その結果，

裁決により同処分が取り消されて効力を失った場合には，建築主は新たに
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適法な計画について改めて建築確認の申請をし，建築確認処分を受けるこ

とになる。

しかし，本件では，本件確認処分に係る審査請求中に本件変更処分１が

されているところ，本件確認処分及び本件変更処分１はいずれも申請に係

る建築物の計画が建築基準法令の規定等に適合する旨の客観的な判断の表

示であり，両者は別個の処分である。

本件確認処分は，本件裁決により実体の違法を理由として取り消された

のであるから，本件確認処分の効力はこれにより消滅し，本件変更処分１

は事後的に新たな建築確認処分としての性格を有することになった。そし

て，本件変更処分２は本件変更処分１（実質上の新たな建築確認処分）の，

本件変更処分３は本件変更処分２の建築確認変更処分である。すなわち，

本件確認処分が本件裁決で取り消されたことにより，当然に本件各変更処

分が取り消されるという関係にはない。

(3) 本件各変更処分の違法性について

（原告らの主張）

ア 争点(3)ア（本件各変更申請は新たな建築確認申請としてされるべきであ

ったか否か）について

本件各変更処分は，世田谷区斜面地条例に反する違法な本件確認処分を

是正するものであり，違法な計画を適法な計画へと変更しているほか，本

件建築物の低層部について当初５階であったものを４階に変更するなど，

かなり大規模な変更内容となっている。

このようなことにかんがみれば，本件確認処分と本件各変更処分とは，
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それぞれ全く別の建築の計画についてされたものであり，本件各変更申請

は，新たな建築確認申請としてされるべきであったにもかかわらず，計画

の変更の申請としてされており，この点を看過してされた本件各変更処分

は違法である。

イ 争点(3)イ（本件からぼり）について

(ア) 建築物の地階にある居室等の採光及び換気等を確保するために当該

居室等が面する土地部分を掘り下げてからぼりが設けられ，当該からぼ

りが建物本体と一体的な周壁により囲まれているといった場合，当該建

築物が周囲の地面と接する位置は，当該建物本体が実際に地面と接する

位置と見るべきか，からぼりの周壁の上端が地面と接する位置と見るべ

きかということが問題となる（以下，本件建築物の高層部及び低層部の

部分だけを併せて「本件建物本体」という。）。

(イ) 一般に，建築物の地階にある居室等の採光及び換気等を確保するた

めには，からぼり（ドライエリア）の奥行きは２ｍあれば足りるものと

考えられる。

この点については，被告が編集著述した「○○」と題する書籍におい

ても，「建物本体の外壁とドライエリアの立ち上がり壁との距離が２ｍ

以下で，地表面からの深さ５ｍ以内であれば，ドライエリアの外側を地

盤面算定上の接地面として扱います。」と記載されており，また，横浜

市建築基準法取扱基準集においても，建築物と一体ではないからぼりの

基準として，奥行きが２ｍを超えるものをいうなどとされている。

(ウ) 本件からぼりは，奥行き約６ｍ（バルコニー部分を含む。）及び深
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さ５ｍ以上という大規模なものである。本件からぼりの奥行きがこのよ

うなものになったのは，東京都建築安全条例１９条１項２号ロ（別紙

「関係法令の規定」記載２参照）によって，本件建築物については幅員

４ｍ以上の窓先空地を設けなければならないためであるところ，本件か

らぼりが窓先空地としての機能を有するということは，建築物の地階に

ある居室等の採光及び換気等を確保するというからぼりの機能を超える

こととなる。

(エ) これらのことからすると，本件からぼりは，本件建物本体と構造的

及び機能的に一体的な関係にあるとはいえず，本件からぼりは本件建築

物の一部を構成するものではないから，本件建築物については，本件か

らぼりの底部をもって地面と接する位置とすべきである。

なお，この点については，建築申請実務研究会編の「建築申請memo」

と題する書籍においても，「建築物本体と一体的な周壁を有する『から

ぼり』等の場合には，当該建築物及び周壁の外側の部分を『周囲の地面

と接する位置』とする。ただし，斜面地等において大規模な擁壁と共に

設ける『からぼり』等の場合には，建築物が実際に接する地表面の位置

を『周囲の地面と接する位置』とする」と記載されている。

(オ) 本件からぼりの底部をもって本件建築物が周囲の地面と接する位置

とした場合，本件各変更処分には，次の違法事由が存在する。

ａ 日影による中高層の建築物の高さの制限（建築基準法５６条の２）

違反

本件からぼりの底部をもって本件建築物が周囲の地面と接する位置
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とした場合，平均地盤面は，本件各変更処分における設計ＧＬ＋０．

２４９ｍより１．０９２ｍ低い設計ＧＬ－０．８４３ｍとなり，それ

に基づいて日影図を作成すると，上記制限に違反する部分が生じる。

ｂ 第１種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度（建築基準

法５５条１項）違反

本件からぼりの底部をもって本件建築物が周囲の地面と接する位置

とした場合，本件確認処分に係る計画を基に，平均地盤面を算出する

と，本件建築物の北側道路面を±０ｍとして，１．０３ｍ低くなる。

本件建築物の低層部が所在する土地は第１種低層住居専用地域であ

り，建築物の高さの限度は１０ｍとなっている。同低層部は地上２階

ではあるが，本件各変更処分上の高さは正確には不明であって，平均

地盤面が約１ｍ下がれば同限度に違反する可能性がある。

ｃ 高度地区内の建築物の高さの制限（建築基準法５８条）違反

本件敷地のうち，本件建築物の高層部が所在する土地は，高度地区

として４５ｍの高さの制限がある。本件変更処分３における同高層部

の高さは４３．６２０ｍとされており，上記ｂのような平均地盤面の

変動いかんによっては，同高層部は同制限に違反する可能性がある。

ウ 争点(3)ウ（本件盛土部分）について

(ア) 仮に本件からぼりの周壁の上端をもって本件建築物が周囲の地面と

接する位置であるとしても，別紙図面３の２記載の本件盛土部分（その

上部は設計ＧＬ－１．０００ｍ）の上部をもってその位置とすべきでは

ない。
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(イ) 本件盛土部分は，長さ約４０ｍ，幅約１ｍ，高さ約１ｍないし約１．

５ｍのものであり，その規模や，本件盛土部分の上に建築物を建築する

目的がないこと，本件建物本体の利便性及び快適性を向上させる機能が

ないことなどからして，極めて不自然かつ不合理な存在となっており，

単に壁状の部分となっているにすぎない。本件盛土部分は，本件建築物

が周囲の地面と接する位置の最高点が設計ＧＬ＋２．０００ｍとされて

いることとあいまって，その高低差が３ｍとなるように造成されており，

建築基準法令の規定等による各規制，殊に当初は世田谷区斜面地条例に

よる規制を潜脱するために設けられたものと認められる。

この点については，平成７年の日本建築主事会議会長事務連絡におい

ても，建築物が接する位置に盛土が行われている場合の地盤面の判定に

ついて，①盛土後の接する位置を「建築物が周囲の地面と接する位置」

とする，ただし，敷地の衛生上又は安全上必要な範囲を超える盛土又は

局部的な盛土の場合には，これ以外の適切と考えられる位置に設定する，

②「局部的な盛土」とは，上部の水平な面が２ｍ以上の広がりを持たな

いもの，ただし，隣地境界線又は道路境界線まで，それぞれ隣地又は道

路と同程度の盛土をした場合は，水平の面の広がりが小規模であっても，

盛土後の地盤面を「周囲の地面と接する位置」とする，とされていると

ころであり，本件盛土部分の上部をもって本件建築物が周囲の地面と接

する位置とすべきでないことは明らかである。

(ウ) 本件盛土部分の下部，すなわち本件敷地の東側隣接地の高さをもっ

て本件建築物が周囲の地面と接する位置とした場合，平均地盤面は０．
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１１ｍ低くなり，本件各変更処分は，①日影による中高層の建築物の高

さの制限（建築基準法５６条の２）及び②高度地区内の建築物の高さの

制限（同法５８条）に違反する可能性がある。

エ 争点(3)エ（領域Ｂの設定）について

(ア) 建築基準法施行令２条１項６号は，建築物の高さは地盤面からの高

さによると規定し，同条２項は，同条１項６号の「地盤面」とは建築物

が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい，その接

する位置の高低差が３ｍを超える場合においては，その高低差３ｍ以内

ごとの平均の高さにおける水平面をいうと規定している。

(イ) Ｐ１が平成１７年６月２２日に近隣住民へ配付した資料では，高低

差３ｍごとの設定は任意であるが，最低点から３ｍずつ区分して算定す

るのが一般的であると記載されており，これは斜面地において高さ制限

を潜脱する高層建築物のような外観を有する大規模な建築物の建築を防

止するため３ｍごとの領域設定を義務付けた規定の趣旨からして当然の

ことである。

(ウ) ところが，本件各変更処分では，高低差３ｍごとの領域の設定につ

き，最高点から順次，領域Ａ及び領域Ｂを設定しており，しかも，領域

Ｂには，本件建築物の高層部のバルコニー及び柱に貼られた部材という，

本件建築物に必要不可欠ではない一部分しか存在しないところ，同高層

部の２階バルコニー上部をもって建築物の高さを測定している。領域Ｂ

に存在する部分には屋根に該当するものがなく，およそ建築物とはいえ

ないものであり，また，１本の柱を不必要に分割するものであって，領
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域Ｂは，上記規定の趣旨を潜脱するため，作為的に設定されたものとい

うほかなく，違法である。

(エ) 本件建築物の高層部が地面に接する位置の最低点から３ｍごとに領

域を設定すると，領域Ｂの平均地盤面は設計ＧＬ－１．１２９ｍに上が

り，領域Ｂにある同高層部の高さは４５．２６９ｍとなって，高度地区

内の建築物の高さ制限４５ｍを超える。

なお，本件からぼりの底部を地盤面とすると，領域Ｂの平均地盤面は

設計ＧＬ－２．３６３ｍとなり，領域Ｂにある同高層部の高さは４６．

５０３ｍとなる。

（被告の主張）

ア 争点(3)ア（本件各変更申請は新たな建築確認申請としてされるべきであ

ったか否か）について

建築確認は，申請された建築物の計画が建築基準法令の規定等に適合す

るものであることの確保を目的とする制度であるから，いったん建築確認

を受けた計画について，建築主は建築物の完成に至るまで何回でも建築確

認変更を受けることができるし，また，その内容は，建築物の計画の同一

性の範囲内である限り，元来適法であった計画の変更であると，瑕疵のあ

った計画の変更であるとを問わないものと解される。したがって，本件確

認処分に違法事由が存在した場合であっても，本件各変更処分に違法事由

が存在しない場合には，本件各変更処分は適法な処分となる。

実務上は，同一の建築物の計画について，工事着手後もしばしば建築確

認変更の手続が執られている。殊に本件建築物のような分譲マンションの
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場合には，建築主である分譲業者は，建築確認を受けた段階で青写真とモ

デルルームを顧客に見せて販売する手法が一般的に採られているため，住

戸購入者の希望により計画の変更を行うことが普通であり，建築確認変更

がされる例は更に多い。

イ 争点(3)イ（本件からぼり）について

(ア) 原告らは，本件からぼりの規模が大きく，本件建物本体との一体性

を欠くと主張する。もともと「からぼり」の概念は明確に定義されてい

るものではなく，本件建築物のような斜面地のマンションの地盤面を決

定する基準を定めるに当たっては，その建築物の地下空間がからぼりに

該当するか否かではなく，その地下空間が建物本体と一体をなす規模及

び構造のものであるか否かが問題なのである。

(イ) 本件からぼりの奥行きは，上階のバルコニー部分の奥行き２ｍを除

いて４ｍであり，幅は４０ｍ弱，深さは４．５ｍ弱である。

そして，本件からぼりは，構造上も本件建物本体とはりで連結されて

一体をなしており，本件建築物の一部と見るべきである。

また，本件からぼりは，東京都建築安全条例１９条１項２号ロ所定の

窓先空地の機能を兼ねるものであり，同条例によって設置が義務付けら

れたものである。

このような本件からぼりの規模，構造及び機能等からすると，本件か

らぼりは本件建築物の一部であると認められるから，本件からぼりの周

壁の上端をもって本件建築物が周囲の地面と接する位置とすべきである。

ウ 争点(3)ウ（本件盛土部分）について
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(ア) 本件盛土部分の上部は設計ＧＬ（１０．５０ｍ）－１．０００ｍ，

すなわち９．５０ｍとされているが，原告らの主張する「盛土」がされ

る前の現況の地盤面の高さは，最も低い所で９．１４ｍ，最も高い所で

９．６４ｍであり，これを９．５０ｍの高さで平坦にすることは，一般

的にいわれる整地であって，建築基準法令の規定等による規制を潜脱す

るための盛土でないことは明らかである。

(イ) なお，原則的に，建築確認において，指定確認検査機関は，申請に

係る計画を形式的に書面審査し，その計画が建築基準法令の規定等に適

合すると判断された場合には建築確認処分をする。申請に係る計画が敷

地の盛土を前提とする場合であっても，指定確認検査機関は建築基準法

令の規定等のみに基づいて審査判断するのであって，例えば，隣地より

も５ｍ高い盛土をするように，一見明白に土地所有権の権利の濫用に当

たる場合を除き，盛土自体の是非を判断することはできない。

エ 争点(3)エ（領域Ｂの設定）について

(ア) 原告らは，領域Ｂに存在する工作物には屋根に該当するものがなく，

およそ建築物とはいえないなどと主張するが，建築基準法施行令２条２

項は，「地盤面」とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さに

おける水平面をいうものと規定しているところ，土地に定着する工作物

で，屋根及び柱若しくは壁を有するもので建築物と認定されたもの（建

築基準法２条１号参照）の一部分であれば，その部分に屋根があるか否

かは，領域の設定に何ら関係のない要件である。

(イ) ３ｍ以内ごとの領域の分け方については，法令上も通達上も定めが
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なく，原告らが主張するように最低点から３ｍごとの領域設定をしなけ

ればならないとする根拠はない。

第３ 争点に対する判断

１ 本案前の争点について

(1) 争点(1)ア（審査請求前置）について

ア 建築基準法９６条は，指定確認検査機関の処分の取消しの訴えは，当該

処分についての審査請求に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ，

提起することができないと定めているところ，前記前提事実(2)のとおり，

原告らは，本件各変更処分についての審査請求をすることなく，甲事件及

び乙事件の各訴えを提起した。

そこで，上記各訴えの提起について，「その他裁決を経ないことにつき

正当な理由がある」（行訴法８条２項３号）か否かを検討する。

イ まず，建築基準法６条１項，６条の２第１項は，建築主事又は指定確認

検査機関（以下「建築主事等」という。）による確認を受けた建築物の計

画の変更をして建築物を建築しようとする場合，建築主は，変更に係る計

画について建築主事等の確認を受けなければならないと規定するところ，

建築確認変更処分は，既にされた建築確認処分を前提とするものではある

が，建築主事等としては，建築確認変更処分をするに当たり，既にされた

建築確認処分が建築基準法令の規定等に適合するものであることを所与の

前提として，変更に係る部分についてだけ，建築基準法令の規定等に適合

するか否かを判断するものではなく，変更に係る部分及びその余の部分の

全体につき，改めて建築基準法令の規定等に適合するか否かを判断し，適
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合すると判断した場合に既にされた建築確認処分を変更することになるの

であるから，新たな行政処分である建築確認変更処分がされると，これに

より既にされていた建築確認処分は取り消され，消滅することになると解

するのが相当である。

したがって，本件では，①本件変更処分１により本件確認処分は取り消

されて消滅し，②本件変更処分２により本件変更処分１は取り消されて消

滅し，③本件変更処分３により本件変更処分２は取り消されて消滅したこ

とになる。

ウ このように，本件確認処分と本件各変更処分とはそれぞれが別個の行政

処分ではあるが，前記前提事実(2)ア，ウ，エ及びキのとおり，本件確認処

分から本件変更処分３に至るまでには，おおむね別紙図面２の１ないし６

記載の計画の変更があったものの，原告らが本件審査請求において主張し

た本件確認処分の違法事由（前記前提事実(2)イ参照）は，本件訴訟におい

て原告らが主張する本件各変更処分の違法事由（争点(3)イないしエ参照）

と同旨のものである。

そうすると，東京都建築審査会としては，本件審査請求の手続中におい

て，原告らが主張した違法事由について審査をする機会が十分にあったの

であり，実際，同審査会は，前記前提事実(2)オのとおり，これらの違法事

由が存在しないと判断した上で，職権により，本件確認処分が世田谷区斜

面地条例に違反すると判断して，本件確認処分を取り消したものである

（なお，上記イで述べた建築確認変更処分の性質に照らすと，本件確認処

分は本件裁決がされる前に本件変更処分１により取り消されていたのであ
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るから，客観的に見れば，本件審査請求は，その対象を欠くこととなって，

却下されるべきものであった。）。

したがって，本件各変更処分について，原告らが本件訴訟において主張

する違法事由を改めて東京都建築審査委員会に審査させる必要性は乏しい

ものというべきであり，さらに，本件裁決の理由に照らせば，原告らが上

記違法事由を主張して改めて本件各変更処分につき審査請求をしたとして

も，同審査会により，その違法事由の主張が採用されることを期待するこ

とは困難であったということができる（なお，前記前提事実(2)エ及びオの

とおり，本件裁決において本件確認処分の取消事由となった世田谷区斜面

地条例に違反する部分は，本件変更処分２により是正されている。）。

これらの事情に加えて，証拠（甲７）によれば，本件審査請求について

は，平成１７年１０月１７日に公開による口頭審査が行われて，被告及び

Ｐ１の各代理人がこれに出頭しており，また，被告は同年１１月１４日付

けの弁明書を東京都建築審査会に提出したことが認められるにもかかわら

ず，少なくとも本件変更申請１及び本件変更処分１並びに本件変更申請２

があった事実が同審査会及び原告らを含む審査請求人に知らされたことを

うかがわせる証拠はないことなどの事情を総合考慮すれば，原告らにおい

て，本件各変更処分につき審査請求をせずに，甲事件及び乙事件の各訴え

を提起したことについて，行訴法８条２項３号所定の「正当な理由」があ

ると認めるのが相当である。

エ 上記説示したところによれば，甲事件及び乙事件の各訴えは，審査請求

に対する裁決を経ていないために不適法ということはできない。ただし，
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上記イで述べたとおり，本件変更処分１及び本件変更処分２は既に取り消

されて消滅したから，これらの処分に係る訴えは，その対象を欠き，不適

法である。したがって，以下の争点に対する検討は，主に本件変更処分３

について行う。

(2) 争点(1)イ（原告適格）について

ア 行訴法９条は取消訴訟の原告適格について規定するが，同条１項にいう

当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは，当該

処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は必

然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり，当該処分を定めた行政

法規が，不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させ

るにとどめず，それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護す

べきものとする趣旨を含むと解される場合には，このような利益もここに

いう法律上保護された利益に当たり，当該処分によりこれを侵害され，又

は必然的に侵害されるおそれのある者は，当該処分の取消訴訟における原

告適格を有するものというべきである。そして，処分の相手方以外の者に

ついて上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては，当該

処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく，当該法令の趣旨

及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考

慮すべきであり，この場合において，当該法令の趣旨及び目的を考慮する

に当たっては，当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣

旨及び目的をも参酌し，当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては，

当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとな
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る利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべき

ものである（同条２項参照）（以上につき，最高裁平成１６年（行ヒ）第

１１４号同１７年１２月７日大法廷判決・民集５９巻１０号２６４５頁参

照）。

イ 建築基準法６条の２第１項が，同法６条１項各号に掲げる建築物の計画

が，例えば，同法２１条，５２条，５５条，５６条及び５６条の２に適合

するものであることについて確認することができなければ，当該建築物の

建築等の工事をすることができないこととしているのは，①当該建築物並

びにその居住者の生命，身体の安全及び健康の保護を図り，②当該建築物

及びその周辺の建築物における日照，通風及び採光等を良好に保つなど快

適な居住環境を確保することができるようにするとともに，③地震及び火

災等により当該建築物が倒壊し，又は炎上するなど万一の事態が生じた場

合に，その周辺の建築物やその居住者に重大な被害が及ぶことのないよう

にするためであると解される。

そして，以上のような建築基準法６条の２第１項の趣旨及び目的，同項

が同法６条１項各号に掲げる建築物の計画が建築基準法令の規定に適合す

るものであることの確認において保護しようとしている利益の内容及び性

質等のほか，同法が建築物の敷地，構造等に関する最低の基準を定めて国

民の生命，健康及び財産の保護を図ることなどを目的としていること（同

法１条）をも考慮すると，同法６条の２第１項は，同項による確認に係る

建築物並びにその居住者の生命又は身体の安全及び健康を保護し，その建

築等が市街地の環境の整備改善に資するようにするとともに，当該建築物
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により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者の健康を個々人の

個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきであ

る。

そうすると，建築確認に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の

建築物の居住者は，建築確認の取消しを求めるにつき法律上の利益を有す

る者として，その取消しの訴えにおける原告適格を有すると解するのが相

当である。

ウ 証拠（乙１９，２０）によれば，本件建築物は，冬至の日において，午

前８時から午後４時までの間に，原告Ｐ２の住居において約３時間，同Ｐ

３及び同Ｐ４の各住居において約１時間の日影を生じさせることが認めら

れる。したがって，原告らは，本件変更処分３の取消しを求める原告適格

を有するものということができる。

これに対し，被告は，原告らの住居に生じる日影は軽微なものであり，

受忍限度の範囲内であるなどと主張するが，原告適格を判断するに当たり，

日照を阻害されるおそれがあることを理由として建築確認処分又は建築確

認変更処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するというためには，

その者に対する日照が当該建築物の建築によって直接阻害されるという関

係があることをもって足り，その阻害の程度が受忍限度を超えている否か，

あるいは建築確認処分又は建築確認変更処分が建築基準法令の規定におけ

る日影の規制に適合するか否かといったことは本案の問題であると解する

のが相当であるから，上記主張は採用することができない。

(3) 小括
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以上の次第で，甲事件に係る訴えは，その対象を欠き，不適法であるが，

乙事件に係る訴えは適法である。

２ 本件審査請求及び本件裁決に関連する争点について

(1) 争点(2)ア（本件確認処分が本件裁決で取り消された後に，被告が改めて

本件確認申請に対する処分をしなかったこと）について

前記１(1)イ及びウで述べたとおり，本件確認処分は本件裁決がされる前に

本件変更処分１により取り消されていたのであるから，客観的に見れば，本

件審査請求は，その対象を欠くこととなって，却下されるべきものであった

こと，また，そもそも行政不服審査法４３条２項は，「申請に基づいてした

処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され」た場合に，

「改めて申請に対する処分をしなければならない」とする規定であるところ，

前提事実(2)オのとおり，本件裁決は実体の違法を理由として本件確認処分を

取り消したものであり，直ちに同項が適用される関係にないことなどに照ら

すと，争点(2)アに関する原告らの主張は採用することができない。

したがって，争点(2)アに関する原告らの主張には理由がない。

(2) 争点(2)イ（審査請求中及び訴訟係属中に本件各変更申請がされたこと）

について

一般に，ある行政処分について審査請求がされてからこれに対する裁決が

されるまでの間，あるいは，ある行政処分について取消しの訴えが提起され

てからこれに対する判決がされるまでの間に，行政庁がその対象となる行政

処分を変更し，又は取り消すことを禁止する旨の法令の定めはなく，建築確

認処分及び建築確認変更処分についても，上記の各期間にあることをもって，



32

建築主事等がこれらを変更し，又は取り消すことを禁止する旨の法令の定め

はない。本件変更申請３が本件訴訟の係属中にされたことが違法であるとす

る原告らの主張は独自の見解に立つものであって採用することはできない

（なお，このように解しても，原告らの権利救済の手段に欠けることがない

ことは，上記１(1)に照らし，明らかである。）。

また，原告らは，建築確認変更処分は建築確認処分が適法であることを前

提とした処分であるから，建築確認処分が違法である場合には建築確認変更

処分はできないはずであるとも主張するが，上記１(1)イで述べたとおり，建

築確認変更処分は，建築主事等が，変更に係る部分及びその余の部分の全体

につき，改めて建築基準法令の規定等に適合すると判断した場合にされる処

分であって，新たに建築確認処分がされるのと性質上の違いはないのである

から，上記主張は採用することができない。

したがって，争点(2)イに関する原告らの主張には理由がない。

(3) 争点(2)ウ（本件確認処分が本件裁決で取り消された結果，本件各変更処

分も当然に取り消されるべきであるか）について

前記１(1)イ及びウで述べたとおり，本件確認処分及び本件各変更処分はそ

れぞれ別個の行政処分であること，本件確認処分は本件裁決がされる前に本

件変更処分１により取り消されていたのであるから，客観的に見れば，本件

審査請求は，その対象を欠くこととなって，却下されるべきものであったこ

となどに照らすと，本件裁決により本件確認処分が取り消されたからといっ

て，当然に本件変更処分３に取消事由が存在するということはできない（本

件確認処分に存在した取消事由が，本件各変更処分にも同様に存在するため，
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本件各変更処分の取消事由ともなるか否かは，本件各変更処分固有の問題で

ある。）。

したがって，争点(2)ウに関する原告らの主張には理由がない。

３ 本件各変更処分の違法性について

(1) 争点(3)ア（本件各変更申請は新たな建築確認申請としてされるべきであ

ったか否か）について

本件各変更処分における計画の変更の内容（前記前提事実(2)ウ，エ，キ）

や，本件確認処分及び本件各変更処分に係る計画の内容が，共同住宅を建築

するため，本件敷地のうち第１種住居地域内に高層部を設け，第１種低層住

居専用地域内に低層部を設けることではいずれも一致すること（甲１の１及

び２，甲６，乙１，乙２の１ないし６，乙３の１ないし６，乙４の１ないし

６，乙２１ないし２６，弁論の全趣旨）等に照らすと，本件各変更申請が計

画の変更の申請としてされたことは相当である。

また，たとえ本件確認処分（及び本件変更処分１）において，世田谷区斜

面地条例に違反する違法事由があったとしても，計画の変更の申請によって

その是正をすることが法令上禁じられているわけでもないから，この点につ

いて本件変更申請２及び本件変更申請３が違法となることはない。

したがって，争点(3)アに関する原告らの主張には理由がない。

(2) 争点(3)イ（本件からぼり）について

ア 証拠（甲３１）並びに別紙図面３の１及び２によれば，本件からぼりは

現況の地盤を掘り下げて造成されるもので，その規模は，バルコニーの幅

１．７ｍを除くと，奥行き４．３ｍ，高さ４．４５ｍ（本件建築物の低層
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部の東側）及び４．４２ｍ（同西側），幅が３６．２ｍ（ただし，別紙図

面３の１記載ｂＸ２からｂＸ１３までの幅）及び３９．４ｍ（ただし，同

図面記載ｂＸ０からｂＸ１１までの幅）であり，また，本件からぼりの周

壁は，本件建物本体と「梁」（別紙図面３の２参照）で連結されているこ

とが認められる。

イ ところで，建築基準法４０条は，「地方公共団体は，その地方の気候若

しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り，この章の

規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全，防火又は衛

生の目的を充分に達し難いと認める場合においては，条例で，建築物の敷

地，構造又は建築設備に関して安全上，防火上又は衛生上必要な制限を附

加することができる。」と規定するところ，東京都建築安全条例は，建築

基準法４０条による建築物の敷地，構造及び建築設備並びに工作物に関す

る制限の附加等は，この条例の定めるところによる（同条例１条）とし，

同条例１９条において，「共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供す

る居室のうち１以上，寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室は，次に定めるとこ

ろによらなければならない。」（同条１項柱書き）として，共同住宅の住

戸等には，①道路に直接面する窓（同項２号イ）又は②窓先空地（通路そ

の他の避難上有効な空地で，住戸の床面積の合計が５００㎡を超える場合，

その幅員は４ｍ以上のものをいう。）に直接面する窓（同項２号ロ）を設

けなければならない旨規定する（別紙「関係法令の規定」記載２参照）。

本件からぼりが，幅員４ｍ以上の奥行きとなっているのは，上記②の窓

先空地を設けるためである（弁論の全趣旨）。
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ウ 一般に，からぼり（ドライエリア）とは，地階の居室等に必要な採光及

び換気等を確保するために設けられるものであるところ，本件からぼりも

このような目的機能を有している（弁論の全趣旨）。

そして，日本建築主事会議基準総則研究会の統一見解である「高さ・階

数の算定方法・同解説」（乙１０）によれば，周囲の地面と接する位置の

設定について，建築物本体と一体的な周壁を有するからぼり等がある場合

には，当該建築物及び周壁の外側の部分を「周囲の地面と接する位置」と

する，ただし，斜面地等において大規模な擁壁と共に設けるからぼり等の

場合には，建築物が実際に接する地表面の位置を「周囲の地面と接する位

置」とすると記載されており，被告が編集著述した「○○」と題する書籍

（甲１９）にも，ドライエリアと平均地盤面について，「地階に部屋を設

ける場合など採光や換気その他の機能を確保するためにドライエリア（か

らぼり）を設けることがあります。この場合の平均地盤面のとり方につい

てよくご質問をいただきます。」，「建物本体の外壁とドライエリアの立

ち上がり壁との距離が２ｍ以下で，地表面からの深さ５ｍ以内であれば，

ドライエリアの外側を地盤面算定上の接地面として扱います。」と記載さ

れている。

なお，「横浜市建築基準法取扱基準集（平成１３年版）」（乙１１の

１）には，周囲の地面と接する位置の設定について，建築物本体と一体的

な周壁を有するからぼり等がある場合には，建築物本体及び周壁の外側の

部分を「周囲の地面と接する位置」とする，ただし，傾斜地等（高低のあ

る敷地で，建築物が接する位置の高低の差が３ｍを超える建築物の敷地）
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において，奥行き（内々の有効幅）が２ｍを超える部分を有するからぼり

は，その高さにかかわらず，また，高さが５ｍを超える部分を有するから

ぼりは，その奥行きにかかわらず，建築物本体と一体的で大規模な周壁を

有するからぼり等として，建築物本体が実際に接する地表面の位置を「周

囲の地面と接する位置」とするなどと記載されている。

このような記述等に照らすと，地階の居室等に必要な採光及び換気等を

確保するために設けられるからぼりの奥行きの幅員は，２ｍを超えないこ

とが一応想定されているといえる。

エ しかしながら，建築基準法２条１号は，「建築物」の定義について，土

地に定着する工作物のうち，屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに

類する構造のものを含む。），これに附属する門又は塀等をいうものと規

定するところ，本件からぼりの周壁が本件建物本体に附属する塀等として

建物と一体の建築物であるか否かは，本件からぼりの物理的な規模だけで

はなく，構造面及び機能面における建物との一体性の有無を基準とすべき

であるから，本件からぼりの奥行きの幅が２ｍを超えること（すなわち，

上記ウにおいて一応想定されている「からぼり」とは異なること）のみを

もって，それが建築物の一部に当たらないとすることは相当とはいえない。

また，一般にからぼりが，地階の居室等に必要な採光及び換気等を確保す

るために設けられるものであるからといって，本件からぼりが同時に他の

目的機能を兼有することから直ちにそれが建築物の一部に当たらないとす

ることも相当とはいえない。

オ そこで検討するに，本件からぼりは現況の地盤を掘り下げて造成される
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もので，その周壁は，その構造上，本件建物本体と，はりで連結されてお

り，このことによって，相互に水平力に対する構造強度面の安全性を高め

ているものと推認される。

そして，本件からぼりの奥行きが，バルコニーの幅を除いて４．３ｍと

されているのは，東京都建築安全条例１９条１項２号ロ所定の窓先空地を

設けるためであり，このために本件からぼりは，地階の居室等の採光及び

換気等の確保という一般のからぼりの機能のほかに，地階の居室等の住民

等の避難路の確保という目的機能を兼有するものであるところ，窓先空地

の設置は，共同住宅である本件建築物の建築に当たり，同条例で要求され

るものであるから，その目的機能からして，本件からぼりは本件建築物と

一体性があるといえる。

さらに，本件からぼりの規模が，上記奥行きのほか，高さが４．５ｍ程

度，幅が４０ｍ程度にとどまることなどを総合考慮すれば，本件からぼり

は，本件建築物と一体の「建築物」（建築基準法２条１号）に該当すると

認めるのが相当であり，そうとすれば，本件からぼりの周壁の上端をもっ

て本件建築物が周囲の地面と接する位置とすることは適法である。

したがって，争点(3)イに関する原告らの主張には理由がない。

(3) 争点(3)ウ（本件盛土部分）について

証拠（乙２９，３０）及び弁論の全趣旨によれば，仮に本件盛土部分が存

在しないものとして，本件敷地の東側隣接地の地面の高さをもって，本件建

築物が周囲の地面と接する位置の高さとしたとするならば，①建築基準法別

表第４「日影による中高層の建築物の制限（第５６条，第５６条の２関



38

係）」所定の平均地盤面の高さは，本件変更処分３における平均地盤面の高

さである設計ＧＬ＋０．２４９ｍより０．１７２ｍ低い設計ＧＬ＋０．０７

７ｍとなるが，その場合であっても，本件建築物の高さは同法５６条の２所

定の日影による中高層の建築物の高さの制限には違反しないこと，②建築基

準法施行令２条２項所定の地盤面の高さは，領域Ａの領域別平均地盤面につ

いては，本件変更処分３における設計ＧＬ＋０．３７５ｍと変わらず，領域

Ｂの領域別平均地盤面については，本件変更処分３における設計ＧＬ－１．

６６３ｍより０．０６８ｍ低い設計ＧＬ－１．７３１ｍとなるが，その場合

であっても，本件建築物の高さは建築基準法５５条１項，５８条の建築物の

高さの制限には違反しないことがそれぞれ認められる。

したがって，本件変更処分３において，本件盛土部分の上部の高さをもっ

て本件建築物が周囲の地面と接する位置の高さとしたことが本件変更処分３

の違法事由となることはなく，また，本件変更申請３において，Ｐ１が建築

基準法令の規定等の適用を免れるため本件盛土部分を造成するようにしたと

認めることもできない。

したがって，争点(3)ウに関する原告らの主張には理由がない。

(4) 争点(3)エ（領域Ｂの設定）について

ア 前記前提事実(2)キのとおり，建築基準法施行令２条１項６号は，建築物

の高さは地盤面からの高さによると規定し，同条２項は，同条１項６号の

「地盤面」とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水

平面をいい，その接する位置の高低差が３ｍを超える場合においては，そ

の高低差３ｍ以内ごとの平均の高さにおける水平面をいうと規定するとこ
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ろ，本件建築物については，設計ＧＬ＋２．０００ｍを最高点とし，設計

ＧＬ－１．０００ｍまでの部分を領域Ａとして領域別平均地盤面設計ＧＬ

＋０．３７５ｍが算出され，それより低い部分（設計ＧＬ－２．７３０ｍ

までの部分）を領域Ｂとして領域別平均地盤面設計ＧＬ－１．６６３ｍが

算出されている。

イ この点については，確かに，Ｐ１が本件敷地の近隣住民に対し配付した

資料（甲３０）には，高低差が３ｍを超える場合の地盤面の算定方法につ

き，「高低差３ｍごとの設定は任意であるが，最低点から３ｍずつ区分し

て算定するのが一般的である」と記載されている。

しかしながら，他方において，日本建築主事会議基準総則研究会の統一

見解である「高さ・階数の算定方法・同解説」（乙１０）には，地盤面を

算定する領域の設定の方法につき，領域の設定は，原則として，建築物が

地面と接する位置の最高点又は最低点から３ｍごとに行うと記載されてお

り，「横浜市建築基準法取扱基準集（平成１３年版）」（乙１１の１）に

も，地面と接する位置の高低差が３ｍを超える場合の地盤面を算定する領

域の設定の方法について，地面と接する位置の最高点又は最低点から３ｍ

ごとに領域を設定すると記載されている。これらの点も考慮すれば，本件

建築物が周囲の地面と接する位置の最高点から３ｍごとに領域Ａ及び領域

Ｂが設定されたことをもって直ちに違法とする法令上の根拠は存在せず，

また，このように領域を設定した結果，１つの建築物が領域ごとに分断さ

れて領域ごとにその高さが算出されることを禁止する法令上の根拠も存在

しないというほかない。
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したがって，領域Ｂの設定は適法であり，争点(3)エに関する原告らの主

張には理由がない。

４ 以上検討の結果及び弁論の全趣旨からして，本件変更処分３は適法な処分で

あると認めるのが相当である。

５ 結論

よって，本件訴えのうち甲事件に係る部分は不適法であるからいずれも却下

し，乙事件に係る請求は理由がないからいずれも棄却することとし，訴訟費用

の負担につき行訴法７条，民訴法６１条，６５条１項本文を適用して，主文の

とおり判決する。

東京地方裁判所民事第３８部

裁判長裁判官 杉 原 則 彦

裁判官 市 原 義 孝

裁判官 島 村 典 男


